
承認弟1号

専決処分(南風原町税条例等の一部を改正する条例)の承認について

地方自治法(昭和22年法律第釘号)第179条第1項の規定に基づき、南風原町税条

例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によ

り、これを報告し承認を求める。

令和元年5月24日提出

南風原町長赤嶺正之
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地方・自治法(昭和22年法律第釘号)第179条第1項の規定に基づき南風原町税条例

等の一部を改正する条例偶嚇勵を下記の理由により専決処分する。

平成31年3月29日

専決処分書

(専決処分した理由)

地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)が平成31年3月29日に公

布された。この法律改正に伴い、南風原町税条例についても同年4月1日施行のため

に改正が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないため専決処分する。

走

J

南風原町長赤嶺正之
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南風原町条例第曾号

南風原町税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成 31年3月 P・・1日

南風原町税条例等の一部を改正する条例

以下、呂1絲氏のとおり
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南風原町税条例等の一部を改正する条例

(南風原町税条例の一部改正)

第1条南風原町税条例四召和47年南風原村条例第29号)の一部を次のように改正する。

第34条の7第1項中「同項第1号に掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例

控除対象寄附金」に改め、同条第2項中「法第314条の7第2項」を「法第314条の7

第Ⅱ項」に改める。

附則第3条の3の2第1項中「平成43年度」を「平成45年度」に、「附則第5条の

4の2第6項(同条第9項」を「附則第5条の4の2第5項(同条第7項」に改め、

同条第2項を削り、同条第3項中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適用

が」に改め.、同項を同条第2項とする。

附則第3条の4中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第Ⅱ項第2号」に

改めるし

附則第3条の5の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同

条第1項中「によって」を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附

金」を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対す

る寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は

市町村若しくは特別区の長・(次項及び第3項において「都道府県知事等」とい

う。)」に改め、同条第2項及び第3項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に

改める。

附則第3条の5の2中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、

ルこおいては」を「には」に改める。

附則第6条の2.第4項中 T附則第15条第29項第1号」を「附則第15条第30項第1

号」に改め、'同条第5項中「附則第15条第29項第2号」を「附則第15条第30項第2

号」に改め、同条第6項中「附則第15条第29項第3号」を「附則第15条第30項第3

号」に改め、同条第7項中「附則第15条第30項第1号」を「附則第15条第31項第1

号」に改め、同条第8項中「附則第15条第30項第2号」を「附則第15条第31項第2

号」に改め、同条第9項中「附則第15条第32項第1号イ」を「附則第15条第33項第1

号イ」に改め、同条第10項中「附則第15条第32項第1号口」を「附則第15条第33項第

1号口」に改め、同条第Ⅱ項中「附則第15条第32項第1号ハ」を「附則第15条第33項

'
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第1号ハ」に改め、同条第12項中「附則第15条第32項第1号二」を「附則第15条第33

項第1号二」に改め、同条第13項中「附則第15条第32項第1号ホ」を「附則第15条第

33項第1号ホ」に改め、同条第H項中「附則第15条第32項第2号イ」を「附則第15条

第33項第2号イ」に改め、同条第15項中「附則第15条第32項第2号口」を「附則第15

条第33項第2号口」に改め、同条第16項中「附則第15条第32項第3号イ」を「附則第

15条第器項第3号イ」に改め、同条第17項中「附則第15条第32項第3号口」を「附則

第15条第33項第3号口」に改め、同条第18項中「附則第15条第32項第3号ハ」を「附

則第15条第33項第3号ハ」に改め、同条第19項中「附則第15条第3リ動を「附則第15

条第38項」に改め、同条第20項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第44項」に改

め、同条第21項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第47項」に改める。

附則第6条の3第6項中「附則第12条第17項」を.「附則第12条第19項」に改め、同

条第7項第4号中「附則第12条第21項」を「附則第12条第23項」に改め、同項第6号

中「附則第12条第22項」を「附則第12条第24項」に改め、同条第8項第5号及び第10

項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同条第Ⅱ項中「附

則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改める。

附則第12条第1項中「法附則第30条第1項」を「平成18年3月31日までに初めて道

路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項から第4項までに

おいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第リ動に、「当該軽

自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下

この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分」を「平成31年度分」に改め、同条第2項から第4

項までを削り、同条第5項中「附則第30条第6項第1号」を「附則第30条第2項第1

号」に、「第2項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。
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第2号ア 3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円



附則第12条第5項を同条第2項とし、同条第6項中「附則第30条第7項第1号」を

「附則第30条第3項第1号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「(ガソリンを内燃

機関の燃料として用いるものに限る。以下との項及び次項において同じ。)」を加え、

「第3項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。

第2号ア

5,000円

3,900円

附則第12条第6項を同条第3項とし、同条第7項中「附則第30条第8項第1号」を

「附則第30条第4項第1号」に、「第4項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表

を加える。

1,300円

6,900円

IG,800円

第2号ア

3,800円

゛

5,000円

2,000円

3,500円

5,400円

3,900円

附則第12条第7項を同条第4項とする。

附則第12条の2第1項中「第7項」を「第4項」に改める。

第2条南風原町税条例の一部を次のように改正する。

第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第

5項の次に次の1項を加える。

1,900円

6,900円

2,500円

10,800円

3,800円

5,000円

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

ノ
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6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第

190条の規定の適用を受けたものを有する者で町内に住所を有するものが、第1項

の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規

則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

第36条の3の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第1項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第3号を同項第4号とし、

同項第2号の次に次の1号を加える。

(3)当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第1項中「第203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め、「ならない者」

の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の

支払を受ける者であって、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しく

は単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第203条の6第1項に

規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第3号

を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。

(3)当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第36条の3の3第2項中「第203条の5第2項」を「第203条の6第2項」に改め、

同条第4項中「第203条の5第5項」を「第203条の6第6項」に改める。

第36条の4第1項中「によって」を「により」に、「同条第7項」を「同条第8

項」に、「第8項」を「第9項」に、「においては」を「には」に改める。

附則第Ⅱ条の2に次の3項を加える。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する場

合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項にれらの規定を同条第4項に

おいて準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国士交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定

する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。
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3 県知事は、当分の間、第1項の規定によ頻武課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、・その納付すべき額について不足額があることを附則第Ⅱ条の4の規定に

より読み替えられた第81条の6第1項の納期限絲内期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、

国士交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。)により国士交通大臣の認定等を受けたことを事由として国士交通大臣が当該

国士交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29

条のⅡの規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書

を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能

割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、とれに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。

附則第Ⅱ条の2を附則第Ⅱ条の2の2とし、附則第Ⅱ条の次に次の1条を加える。

(軽自動車税の環境性能割の非課税)

第Ⅱ条の2 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)

に掲げる三輪以上の軽自動車値家用のものに限る。以下この条において同じ。)

に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が平成31年10月1日から平成32年9月

30日までの間(附則第11条の6第3項において「特定期間」という。)に行われた

ときに限り、第80条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

し＼

附則第Ⅱ条の6に次の1項を加える。

3 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第81条の4 (第2号に

係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定

期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは、「100分の

1」とする。
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附則第12条中「附則第30条」を「附則第30条第1項」に改め、「指定」の次に

「(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定J という。)」を加え、同条に

次の3項を加える。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ、る三輪以上の軽自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成31年4月1日から平成32年3月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成32年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該軽自動車が平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には平成33年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

第2号ア(イ)

第2号ア(ウ)a

第2号ア(ウ)b

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第1項第3号に規定す

るガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。)'のうち三輪以上のものに対する第82条の規定の適用にづいては、当該ガソリ

ン軽自動車が平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には平成32年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成33年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

1,000円

第2号ア(イ)

1,800円

第2号ア(ウ) a

2,700円

1,000円

第2号ア(ウ) b

1,300円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円
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4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から平成32年3月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成32年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には平成33年度分の軽自動車税の種別割に限.り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

第2号ア(イ)

第2号ア(ウ)a

第2号ア(ウ)b

附則第12条の2を次のように改める。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第12条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国士交通大臣の認定等く法附則第30条の2第1項に規

定する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をす

るものとする。

2 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があるととを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期F尉後におい

て知った場合において、当該事実が生じた原因が、国士交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接

又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国士交通大臣の認

定等を受けたととを事由として国士交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期

日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税の種別割に関する規定(第釘条及び第認条の規定を除く。)を適用する。

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円
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3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。

第3条南風原町税条例の一部を次のように改正する。

第24条第1項第2号中「又は寡夫」を'「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

附則第12条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条に次の1項を加える。

5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成33年

4月1日から平成34年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

34年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成34年4月1日から平成

35年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成35年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それ.ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12条の2第1項中「第4項」を「第5項」に改める。

(南風原町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条南風原町税条例等の」部を改正する条例(平成29年南風原町条例第10号)のー

部を次のように改正する。

第1条の2'のうち、南風原町税条例附則第Ⅱ条の次に5条を加える改正規定(同条

例附則第Ⅱ条の6第2項に係る部分に限る。)中「については」の次に「、当分の

間」を加え、同条例附則第12条第1項の改正規定中「初めて道路運送車両法第60条第

1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」を「平成18年3月

31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次

項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第

1項」を「法附則第30条」に、「平成31年度分」を「当該軽自動車が最初の法第444

条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算してH年を経過した月の属す

る年度以後の年度分」に改める。

第5条南風原町税条例等の一部を改正する条例(平成30年南風原町条例第10号)のー

部を次のように改正する。

第1条のうち、南風原町税条例第48条第1項の改正規定中「及び第Ⅱ項」を「、第

H項及び第13項」に改め、同条に3項を加える改正規定中「3項」を「8項」に改め、
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同改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)中「次項」の次に「及び第12項」を加

え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定(同条第12項に係る部分に

限る。)中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のよう

に加える。

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用するこどが困難であると認められる場合で、かつ、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合に

おいて、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて町長の承認

を受けたときは、当該町長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項

の規定は、適用しない。法人税法第75条の4第2項の申請書を同項に規定する納税

地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又

は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、

納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限まで

に、町長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告

についても、同様とする。

H 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けるこ

とが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施

行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期

間の開始の日の15日前までに、これを町長に提出しなければならない。

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の規定

の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項

を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

16 第13項前段の規定、の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第51項の

処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があ

つた日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告については、第13項前

段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認

を受けたときは、この限りでない。

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提出又

は法人税法第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において

準用する場合を含む。)の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分が

-12-
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あうた日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については、第13項

後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書

類を提出したときは、この限りでない。

附則第1条第5号中「3項を」を「8項を」に改める。

附則第2条第4項中「第12項」を「第17項」に改める。

附則

(施行期田

第1条この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第1条中南風原町税条例第34条の7の改正規定並びに同条例附則第3条の4、

第3条の5及び第3条の5の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定

平成31年6月1日

(2)第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第7条の規定平成31年10

月1日

(3)第2条中南風原町税条例第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項と

し、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の

2、第36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第3条の規定平

成32年1月1日

(4)第3条中南風原町税条例第24条の改正規定及び附則第4条の規定平成33年1

月'1日

(5)第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第8条の規定平成33年4

月1日

(町民税に関する経過措置)

第2条別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の南風原町税条例

(以下「新条例」という。)の規定中個人の町民税に関する部分は、平成31年度以後

の年度分の個人の町民税について適用し、平成30年度分までの個人の町民税について

は、なお従前の例による。

2 新条例第34条の7並びに附則第3条の4及び第3条の5の2の規定は、平成32年度

以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成31年度分までの個人の町民税につ

いては、なお従前の例による。
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3 新条例第34条の7第1項及び附則第3条の5の2の規定の適用については、平成32

年度分の個人の町民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第34条の7第1項

附則第3条の5の2

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は

同条第1項第1号に掲げ

る寄附金(平成31年6月

1日前に支出したものに

限る。)

送付

特例控除対象寄附金又は

法第3H条の7第1項第

1号に掲げる寄附金(平

成31年6月1日前に支出

したものに限る。)

4 新条例附則第3条の5第1項から第3項までの規定は、町民税の所得割の納税義務

者が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する

法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定

による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第3H条の7第2項に規定する特例

控除対象寄附金について適用し、町民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改

送付又は南風原町税条例

等の一部を改正する条例

(平成31年南風原町条例

第8号)附則第2条第4

項の規定によりなお従前

の例によるとととされる

同条例第1条の規定によ

る改正前の南風原町税条

例附則第3条の5第3項

の規定による同条第1項

に規定する申告特例通知

書の送付

-14-



正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金

については、なお従前の例による。

第3条附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の南風原町税条例(次項及び第3

項において「32年新条例」という。)第36条の2第6項の規定は、同号に掲げる規定

の施行の日以後に平成32年度以後の年度分の個人の町民税に係る申告書を提出する場

合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成31年度分

までの個人の町民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 32年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第

1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき南風原町税条例第36条の

2第1項に規定する給与について提出する32年新条例第36条の3の2第1項及び第2

項に規定する申告書について適用する。

3 32年新条例第36条の3の3第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6

号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項におい

て「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法

第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する32年新条例第36

条.の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の南風原町税条例第24条第1項

(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成33年度以後の年度分の個人の町民税に

ついて適用し、平成32年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税につい

て適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第7条別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の

南風原町税条例(以下「31年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境陛能
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割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 31年10月新条例の規定中軽自動車税の種"1j割に関する部分は、平成32年度以後の年

度分の軽自動車税のチ弼11割について適用する。

第8条附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の南風原町税条例の規定は、平成

33年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成32年度分までの軽自

動車税の種別割については、なお従前の例による。

、
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南風原町税条例等の一部を改正する条例俳捌口対照表)
第 1条による改正(南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号))

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に、法第314条の7

第 1項(第 3 号については、別表に掲げるも.のに限る。)に

規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年
中に

合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の

第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。との場合において、当該控除額が当該

所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額
に相当する金額とする。

2項に

改正後

(1)~(3)(略)

2 前項の特例控除額は、去

1」ー,

の6第2項の規定に読み替えて適用される場合を含む。)に
定めるところにより計算した金額とする。

る寺師

附則

第3条の 3 の 2 平成22年度から妥成亜生度までの各年度分

の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の 2 の 2 の規

定の適用を受けた場合(居住年が平成Ⅱ年から平成18年ま

で又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限

メ <を支出した場

314

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に、法第314条の7
第 1項(第 3 号にっいては、別表.に掲げるものに限る。)に
規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年

の7 H項(法附則第5条

中に

当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この
項において「控除額」という。)をその者の第34条の 3及び
前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものと
する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超
えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額

項

改正前

1
仁コ

とする。

(1)~(3)(略)

2 前項の特例控除額は、

1'る

の 6第2項の規定に読み替えて適用される場合を含む。)に
定めるところにより計算した金額とする。

へを支出した場合にあっては、

附則

第3条の 3 の 2 平成22年度から聖成1旦生医までの各年度分
の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所
得税にっき租税特別措置法第41条又は第41条の 2 の 2 の規
定の適用を受けた場合(居住年が平成Ⅱ年から平成18.年ま
で又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限

去

1/33

314 の7 2項(法附則第5条

こ



る。

は、

)において、前条第 1項の規定の適用を受けないとき

読み替えて適用される場合を含む。)に規定するととろによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の 3及び第34条

の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

法、1 5 の4の2

改正後

5項 7項の規定により

2 サ項の

条の 9第 1項の規定の適用については、第34条の 8 中「前2

条」とあるのは「前2条並びに附則第3 条の 3 の 2第 1項」

)において、前条第 1項の規定の適用を受けないときる。

は、法、 1 百

{の

読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の 3及び第34条
の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
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と、第34条の 9 第 1項中「前 3 条」とあるのは「前 3 条並び

に附則第 3条の 3 の 2第 1項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第3条の4 第34条の 7 の規定の適用を受ける町民税の所得割
の納税義務者が、法

に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定す

る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得に

ついて、附則第12条の 3 第 1項、附則第12条の 4第 1項、附

則第13条第 1項、附則第14条第 1項、附則第H条の 2 第 1

項、附則第14条の 2 の 2第 1項又は附則第14条の 3第 1項の

規定の適用を受けるときは、第34条の 7第2項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の 5第

2項 W去附則第5条の 6第2項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。)に定めるととろにより計算した金額と
する。

改正後

314 の7

(個人の町民税の崟幽金税額控塗に係る申告の特例等)

第3条の5 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附

者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当

分の間、第34条の 7第 1項及び第2項の規定により控除すべ

11 2営若しくは第3号

き金額の控除を受けようとする場合には、第36条の 2第4項

の規定による申告書の提出(第36条の 3 の規定により当該申

項」と、第34条の 9 第 1項中「前 3 条」とあるのは「前 3 条
並びに附則第3条の 3 の 2第1項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第3条の4 第34条の 7 の規定の適用を受ける町民税の所得割
の納税義務者が、法

に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定す
る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得に
ついて、附則第12条の 3 第 1項、附則第12条の 4第 1項、附
則第13条第 1 項、附則第14条第 1 項、附則第14条の 2 第 1
項、附則第14条の 2 の 2第 1項又は附則第H条の 3第 1項の
規定の適用を受けるときは、第34条の 7第2項に規定する特
例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の 5第
2・項(法附則第5条の 6第2項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額と
する。

改正別

314 の7

(個人の町民税の室附金1空除額に係る申告の特例等)
第3条の 5 法附則第7条第.8項に規定する申告特例対象寄附
者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当
分の間、第34条の 7第 1項及び第2項の規定によって控除

2 工百 2園若しくは第3号

べき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の 2第4
項の規定による申告書の提出(第36条の3の規定により当該
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告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第

37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第
314

及び次条において

する際、法附則第

の7

ろにより

は

2項に

首

告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」とい

う。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この

条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例

対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日

までの間に法附則第7条第10項第 1号に掲げる事項に変更が

あったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項

において「申告特例対象年」という。)の翌年の 1月10日ま

でに、当該申告特例の求めを行った都j亘的リ監R事笠に対し、

施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その

他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都i亘唖迂^E皇笠は、申告特例対象

年の翌年の 1月31日までに、法附則第 7条第10項の規定によ

り申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所

(同条第H項の規定によ'り住所の変更の届出があったとき

は、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規

改正後

、、

ナーし

,.」ー゛

b列 メ

7条第8項から第10項までに規定するとこ
亙1

ル

る

は

メ、

とし

ダ

別 メの

メ

を受領する

金」という。)を支出

に対し、同条第8項に規定する申

フ.項

<(以下この項

ひ

首

3項において「

申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項
第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法

のU

314久の 7 1項 1 園に・_1、る

条において吐也方寸にへ、る,、金」という。)を支出す
る際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところ
により

対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下との条に
おいて「申告特例通知書」という。.)を送付することを求め
ることができる。

、

改正月1」

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この
条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例

対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日
までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更が
あったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項
において「申告特例対象年」という。)の翌年の 1月10日ま

でに、当該申告特例の求めを行った1也ι々L団イ杢g^に対し、施
行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他
施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた地'力旦幽Σ四長は、申告特例対象年
の翌年の 1月31日までに、法附則第 7条第10項の規定により
申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所
(同条第Ⅱ項の規定により住所の変更の届出があったとき

は、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規

にム る

金(以下この項及び次

を受領する地左団1^に
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則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければ
ならなし、。

4 (略)

第3条の5の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に些
ダ1 土

前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合
(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされ

る場合を除く。)には、法附則第 7条の 2第4項に規定す.る

ところにより控除すべき額を、第34条の 7第 1項及び第 2項

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす
る。

(法附則第15条第2項第 1号等の条例で定める割合)
第6条の2 (略)

2 3 (略)

メ

改正後

イ＼を支出し、かつ、当該納税義務者にっいて

4 法

合は3分の2とする。

5 法

合は 2分の 1とする。
6

15

合は2分の1とする。

7 法 1 15久。31垣

法

15

30煩

合は3分の2とする。
8

15久

則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければ
ならない。

4 (略)

第3条の5の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地

30項

法

合は 2分の 1とする。

1口に規定する町の条例で定める割

30

2口に規定する町の条例で定める割

15

3口に規定する町の条例で定める割

寸

いて前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった
場合(法附則第 7条第13項の規定によりなかったものとみな

31

1園に規定する町の条例で定める割

される場合を除く。)においては、法附則第 7条の 2第4項
に規定するととろにより控除すべき額を、第34条の 7第 1項
及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する
ものとする。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第6条の2 (略)

2 ・ 3 (W割

2口に規定する町の条例で定める割

己女]]三月1」

を支出し、かつ、当該納税義務者にう

4 法

合は 3分の 2 とする。

5 法 1

合は 2分の 1とする。
6

15

法

合は 2分の 1とする。
7

15

29項

法

合は 3分の 2 とする。
8

15久

29頂

法

合は2分の1とする。

1肖に規定する町の条例で定める割
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15

29晒

2口に規定する町の条例で定める割

15

30項

3訂に規定する町の条例で定める割

30項

1吋に規定する町の条例で定める割

2園に規定する町の条例で定める割

メ



9 法

に規定する町の条例で定める割合は3分の 2とする。
10 法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
11

15

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
12

15

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
13

15久

改正後

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

1ロイに規定する設備について同号

14

15

33

法

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

1口口に規定する設備について同号

15

15

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

1越ハに規定する設備について同号

16

15

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。

1

17

「コ

15

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。

1則ホに規定する設備について同号

18

に規定する設備について同号

15

33項

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。

2

19 法 1

rコ

15

33項

分の 2 とする。

2吋口に規定する設備について同号

20 法

に規定する設備について同号

15

33項

9

3ロイに規定する設備について同号

は3分の2とする。

法

15

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
10

33

1 15

3口口に規定する設備について同号

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
H

38項に規定する町の条例で定める割合は3

3ロハに規定する設備について同号

15

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
12

44

15

32項

法

に規定する市町村の条例で定める割合

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
13

15

己女]E 月1」

32項

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

1

14

仁コ

15

32晒

イに規定する設備について同号

法

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

1

15

「コ

15

32頂

口に規定する設備について同号

法

1

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。
16

「コ

15

ハに規定する設備について同号

32項

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。

1

17

仁才

15

詑項

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。

1

に規定する設備について同号

18

「コ

15

32項

ホに規定す・る設備について同号

法

に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。

2

19

「コ

15

32項

法

2口口に規定する設備について同号

分の2とする。

に規定する設備について同号

20

15

32項

法

3吋イに規定する設備について同号

は3分の2とする。
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15

32項

3口口に規定する設備にっいて同号

15

37項に規定する町の条例で定める割合は3

3ロハに規定する設備について同号

43項に規定する市町村の条例で定める割合



21

は零とする。

(略)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け
ようとする者がすべき申告)

第6条の3 (略)

2~5 (略)

6 法附則第15条の 9第1項の耐震基準適合住宅にっいて、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住

宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する

法

22

15久 47項に規定する市町村の条例で定める割合

改正後

r^
C^ 書類及び当該耐震改修後の家屋が令 1'12

する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出し
なけれぱならない。

(1)~(6)(略)

フ(略)

( 1)~(3 )(略)

( 4 )

氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5)(略)

(6)居住安全改修工事に要した費用並びに令附別第12金第
2生更に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予
防住宅改修費

(フ)(略)

21

12

は零とする。

(m御

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け
ようとする者がすべき申告)

第6条の3 (略)

2~5 (略)

6 法附則第15条の 9第 1項の耐震基準適合住宅にっいて、同
項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住
宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内、に、次に掲げる
事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する

法

22

23項に掲げる者に該当する者の住所、

15

19項に規定

46項に規定する市町村の条例で定める割合

己女]E 月1」

に規定書類及び当該耐震改修後の家屋が令 1',12

する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出し
なければならない。

(1)~(6)(略)

フ(略)

(1)~(3)(略)

( 4 )

氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5)(略)

(田居住安全改修工事に要した費用並びに令附旦辻第1^第
2旦更に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予
防住宅改修費

(フ)(略)

12

フ/33

21項に掲げる者に該当する者の住所、

17

令令



8 (略)

(1)~(4)(略)

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令堕旦1第1旦条第
31項に規定する補助金等

(6)(略)

(略)

(略)

(1)~(4)(略)

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令堕旦辻第1^第
旦匠曳に規定する補助金等

(6)(略)

Ⅱ法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋にっいて、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家
屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の

促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第

3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家

r^

^

改正後

屋が令

る書類を添付して町長に提出しなければならない。
( 1 )~.( 6 )(略)

(略)

(軽自動車税の税率の特伊D

12

第12条

8 (略)

( 1 )~(4 )(略)

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附旦旦第1^第
旦旦墓に規定する補助金等

(6)(略)

(略)

(略)

(1)~(4)(略)

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12金第
旦旦曳に規定する補助金等

(6)(略)

Ⅱ法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋にっいて、同
項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家
屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる
事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規定す
る補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の
促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第
3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家

12 19項に規定する基準を満たすことを証す

18 3 31

己女]モ月1」

までに めて'首"1 美

屋が令

る書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)~(6)(略)

12 (略)

(軽自動車税の税率の特例)
去 60 第12条

12

8/33

17晒に規定する基準を満たすととを証す

去 30 1項に規定する三輪以上の軽自動車に

9
W

9
W



1項

でにおいて P

第3Ω金第上曳に規定する三輪以上の軽自動車に対する乎成里
生度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用にっいては、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

rの {による

口

(略)

改正後

のキヒ{
「コ

とい'

7 項から

を角1

4項ま

た法、

、ノ^ゾー対する

ルの {による

した月の

条の規定の適用にっいては、当分の問、次の表の左欄に掲げ
る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。

「コ ヒユ^

が

(口割

とい

己女]E 月1」

2

る

めて首
「コ

の

庁上

しユナ」→

をヰ1 た

、送

口

の

力

上

30

庁八の軽自動車税に係る第82

との

1、る{

法

28

第2号ア

仁1

から起'

り

3蛮

る

ヒコナJ-

60久

4

マ82 、の

において「

7の

は

1

1日から

仁1

して14

1項π

の左

そ

た"△には

ひ

ぞれ

の'

を 1、

3,900円

口

2
にt

9/33

29

1'る百

については

6,900円

の

3月31日までの口に

J 29、ノ

10,800円

の

3,800円

-P 上の

j#ノ＼d)

1、る字0 と

'J→

5,000円

1,.000円

の

1,800円

る

2,700円

1,000円

1,300円

、ノ 捗

一
一

こ1

こ

百

こ1

こ{

文こ

こ

{
、

ヒ
キ

口



改正後

3 去

る

る

P

30

4

82

ガソリンを内

この

、、

戸広1 た'日△には

1日か

の

4項

の左

れぞ

{の

己女iE月り

第2号ア

、ノ

1

5項を

「コ

' 29

1'る百

については

ひ

の

の,犬

3

ι

2

31日までの

に1

29

に暑1、るー:口と

の

に

として

において百じ

3,900円

ノ＼の

豊ウ

6,900円

7の

いる

日

去

10,800円

の

P 上の

る

3,800円

のに

口

る

4月1日から、

が

82

にヌ

30

を角ιた炉△には

5,000円

サ項の

の

2,000円

1、る{口は

10/33

28

の左

卓コ

5晒

{の

ヒ^

3,500円

ぞ

7の

{の

1

5,400円

29

「コ

1 る百

については

の

1,900円

3

ひ

を戸ける

2,500円

31日までの"

29

2

の

エコ

j#ノ＼ d)

に

1、る{口とーーる

のを

垂ウ

1る

の

△P 上の

車力

口

ι

1、る{口は

28

rコモ立1」ー゛

り

るー1

こ1

こ

こ
一
口

車

こ1

一
一

こ

百

こ1

こ1

こ盲定

こ1

生

こ1

百



改正後

2 法

軽自動車に対する第82条の規定の適用にっいては、当該軽自

動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税

に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月

31日までの間に初回.車両番号指定を受けた場合には平成31年

度分の軽自動車税に限り、迭四圭の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる
字句とする。

30 2 1園及び第2号に掲げる三輪以上の

第2号ア

第2号ア

3,900円

6,900円

10,800円

3,900円

己女]E月U

5

6,900円

法

軽自動車に対する第82条の規定の適用にっいては、当該軽自
動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初
回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税
に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年
度分の軽自動車税に限り、第2'曳四_交の左欄に掲げる同条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲
げる字句とする。

1,000円

10,800円

1,800円

3,800円

30

2,700円

5,000円

3,000円

6項

5,200円

1口及び第2号に掲げる三輪以上の

8,100円

2,900円

3,800円
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3 法

軽自動車

る

規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日か

ら平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り 、

迭四交の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

上

3,800円

改正後

この項

5,000円

3項

/

び7 項において

1口及び第2号に掲げる三輪以上の

第2号ア

1,000円

の

1,300円

として

1口及び第2号に掲げる三輪以上の

じ に対する第82条の

3,900円

し

6,900円

法

のに

10,800円

6

3,800円

30

法

軽自動車に対する第82条の規定の適用にっいては、当該軽自
動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初
回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税
に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年
度分の軽自動車税に限り、第豊」匝gを麦の左欄に掲げる同条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲
げる字句とする。

5,000円

2,000円

4項

3,500円

30

改正剛

1園及び第2号に掲げる三輪以上の

5,400円

7頂

1,900円

1口及び第2号に掲げる三輪以上ゐ

2,500円

7
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軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対す

る第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年

4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽

自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車

税に限り、迭四去の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

r^

C^

改正後

第2号ア 3,900円

(軽自動車税の賦課徴収の特伊D

第12条の2 町長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上

の軽自動車が前条第2項から第丑上曳までの規定の適用を受け

る三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国士交通大臣の認定等(法附則第30条の 2第 1項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に

6,900円

10,800円

3,800円

軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対す
る第82条の規定の適用にっいては、当該軽自動車が平成29年
4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定
を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽
自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に
初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車
税に限り、第生亜四盡の左棚に掲げる同条の規定中同表の中
欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす
る。

5,000円

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

改正前

(軽自動車税の賦課徴収の特伊D

第12条の 2 町長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、・三輪以上
の軽自動車が前条第2項から第!』夏までの規定の適用を受け
る三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき
は、国士交通大臣の認定等(法附則第30条の 2第1項に規定

する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に

13/33



基づき

2 ~ 4

当該判断をするものとする。

(W御

改正後

基づき

2 ~ 4

当該判断をするものとする。
(略)

改正剛

＼

14/33



第2条による改正(南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号))

(町民税の申告)

第36条の2 (略)

(略)2 ~ 5

6

角'1 た/A与で

1項

日

る

改

は

ち施告

毛

で

フ~ 9

ると

正

5

によるととがで

内に主一を

ノイ

は

去

1 で七める

(略)

去

190

317

いて

の

る

のについては

る

の2

^

の

の力

においで

1項

を戸1 た

1項の

加

(町民税,の申告)

第36条の2 (略)

(略)2 ~ 5

ム

1、る事項の

のを
'1二

1で{める

を

改

6 町長は、町民税の賦課徴収にっいて必要があると認める場
合には、第23条第 1項第 1号に掲げる者のうち所得税法第22
6条第1項若しぐは第3項の規定により前年の給与所得若し
くは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるも
の又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公
的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることが

できるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させると
とができる。

7 町長は、町民税の賦課徴収にっいて必要があると認める場
合には、第23条第 1項第 2 号に掲げる者に、 3月15日まで

に、賦課期日現在において、町内に有する事務所、事業所又
は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させるととができ
る。

8 町長は、町民税の賦課徴収にっいて必要があると認める場

正
,'、上一

月1」
、

15/33
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改 正

第36条の 3 の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者(以下との条

において殊合与所得者」という。)で町内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき回三亘」三規^

る給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」と
いう。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、町長に提出
しなければならない。

(1)・(2)(略)

(個人の町民税に係る給与所得者の

後

こ号広ξ旦2

蛙、'そg聖且

ξ丑2 (略)

2~5 (W御

合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に
該当することとなっだ者に、当該該当することとなった日か

ら1月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる

事務所又は事業所の所在、当該町内に有する事務所、事業所
又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第
27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下町民税
について同じ。).、当該該当するとととなった日その他必要
な事項を申告させることができる。

(個人の町民税に係る給与所得者の迭養翌舷生告晝)

第36条の 3 の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に
規定する申告書を提出しなければならない者(以下との条に
おいて畭合与所得者」という。)で町内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき回須四_給与等の支払

者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年
最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、町長に提出しなけれぱならない。

(1)・(2)(略)
少 IA 』手:.ー

Z土.

力

改

1臼

正
^

月1」

『白 る

く豊2

2 ~ 5

16/33

(略)

(略)
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(個人の町民税に係る公的年金等受給者の麸養翌広笠生告
晝)

第36条の3の3 所得税法第2Ω旦金^上里の規定により同

項に規定する申告書を提出しなければならない者X」よ迭」P_
乍一地において

の 7 の

いて「公白ノー金

改

C^

C^

正

的年金等受給者」という。)で町内に住所を有するもの

{の

は

は、当該申告書の提出の際に経由すべきー

後

6

身児.上

いて「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公飽
生金笠の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、町長に提出しなければなら
なし＼。

住)・(2)(略)

を工1 る

IJ-ー

1項に

とし

る公n

と」→

で

のを

ノ＼

る公的年金等の支払者(以下この条にお

る

く墨2

の

を

《生Σ(略)

2 前項又は法第317条の 3 の 3第 1項の規定による申告書を

公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該
申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的

ムを角1 る

(以下この条において「公

ジ

△には

ウ公n

去

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の麸養親妹生告晝)

の項にお

を

第36条の 3 の 3

そのヒ

203

金

であっ

項に規定する申告書を提出しなけれぱならない者(以下この
条において「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を
有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき回王亘四_公
的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払

る

戸正ノ△

去

-1→・

203久の

力

者」という。)から毎年最初に百項に

改

所得税法

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるととろによ
り、次に掲げる事項.を記載した申告,書を、当該公的年金等支
払者を経由して、町長に提出しなければならない。

正

二堂1二

^

月1」

203 の5

る

1項の規定により同

(1)・(2)

'墨1 (略)

2 前項又は法第317条の 3 の 3第 1項の規定による申告書を
公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該
申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的

定

(W御

る公的

17/33
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年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3 の

3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法

けている場合に限り、施行規則で定.めるところにより、前

項又は法第317条の 3 の 3第 1項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条

の3の3第1項の規定による申告書を提出することができ

る。

3 (略)

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出

の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第登四条g2上_
第'ム曳に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けてぃ

る場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書

の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するととがで

きる。

5 (略)

(町民税に係る不申告に関する過料')

第36条の 4 町民税の納税義務者が第36条の 2第 1項、第2

項若しくは第3項の規定E'_泛提出すべき申告書を正当な

理由がなくて提出しなかった場合又は回条第」3上曳若しくは
第,曳.の規定E'_乞申告すべき事項にっいて正当な理由が

なくて申告をしなかった場合には、その者に対し、 10万円

203

改

の6

正 後

2 に規定する国税庁長官の承認を受

年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の 3 の
3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がない
ときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所
得税法

けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前
項又は法第317条の 3 の 3第1項の規定により記載すべき事
項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条
の3の3第1項の規定による申告書を提出することができ
る。

3 (略)

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出

の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第2旦旦条四旦
第旦上三叉に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けてぃ

る場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書
の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで
きる。

5 (略)

(町民税に係る不申告に関する過料)

第36条の 4 町民税の納税義務者が第36条の 2第 1項、第 2

203

改

の5

正
ー、1-

月1」

2 に規定する国税庁長官の承認を受

項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当

な理由がなくて提出しなかった場合又は回条第1聖若しく
は第β上更の規定によって申告すべき事項にっいて正当な理

18/33
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以下の過"斗を科する。

(略)2 ・ 3

附則

(特別士地保有税の課税の特例)

第Ⅱ条(口御

第生1条四』王

改

動

Cムコ

CJ'1

正

る

の

は

のチ駐ナ丘生厶皀判の

去

△を<む

/J

のに

、ノ暑夛"ー

いて「

451久

課窒堂上上。_

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第三金^(略)

32

る

1項の

P 上の

^

9

1項

P

2

30

この

1、る三△P 上の

のヂ皿 f生,生厶皀'11 の武

1

までの

とし

にかかわら

rコ

口

446

む

'才ソノ＼の

において百じ

の

を百

ノ日カミ、ノ

にーわれたときに

4項において

10万円以下の過料を科する。

(略)

附則

(特別士地保有税の課税の特伊D
第11条(略)

1項

と

し、

2 ・ 3

は去

に

日

4

は

11冬の 6

P 上の又

31

IJ-.

451

において

^

玉

に

10

の

六稲

2項において?

,ー」ー.

のチ皿ナ立,生厶皀"を

1項一し

して

し

1

3

によ

六'甬

り

か

にお

改

る

P 上の

80

正

ノ

は

の契{

△を<む

ー、^

2

月1」

るかと

る

をい'

これらの

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第』.1金四旦(略)

かの"1

が去

△を<

の

29冬の 9

^

を戸

を

において百

る

3
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じ

3

いて

口

ノ》

は

えられた

つたと

△において

Ⅵのチ堅ナ土生厶皀胸Nこつ

ウソ1

ノ＼の

1"一●

力

改

した

は

正

の

を

日

ることを

81

の

その正

註をした

後

る

の6

1頂の

士六通

のと

プー

は

1頂の

の

された納

主に必

{により武

{により

が生じた

る

力

11

その1内寸

の認{T、を

ウ

正の

る

の4 の

と

その也

立臣ム_

メ

主をした

Zと

ナして

三1三

の亙1 によるとととさ

ルを X、、

サ項の

力

を

J^

によ

を百

において打った

由として玉士六稲

リ△を10の

正の

り

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第Ⅱ条の6 (略)

を

のチ型f生,生厶皀 Uの

玉士六

の正

したととによる

はその

{の

ノ'、、

主

はR

jl'

について法

によ

力

門のチ凱士"

じて茎

プー

に日北した

1し

力

玉

の

た法

刃

圭を

フ、 甬

は

る

力

のであると

したノ>

ム皀生1 に

を

161

△にお1 る

百項の

29久のⅡの

ずー

改

ウ

(W御

を加

重

正

1項に

足

^

の

月1」

した金

と」→

^

これに100八の

、ノ、、、

と る

(軽自動車税の環境性能割の税率の特伊D
第Ⅱ条の6 (略)
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(略)
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(略)

(略)

る

」ー」^

{の

81

わ

の三一P 上の又

は

の4

たと

第12条

(軽自動車税の種別割の税率の特伊D

については

「100/＼の 1

改

に対する当該軽自動車が最初の法第"4条第3項に規定する

2

正

車両番号の指定

法

仁オ

ノイ

した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第82条の規定の適用にっいては、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

rコ

と

モニ 1」ー,

少

で

30

る

の

つて

とし

゛J→

1項に規定する三輪以上の軽自動車

2

ソ

る

の

の

「100/＼の 2

力

の

を受けた月から起算して14年を経過

力

のにメ

びサ項の

4項までにおいて「

1」ー.

30

日から

にメ、

力

ノ

口

2

と

1 た"△には、

2項

7の

(略)

の

るの

る

(略)

31

仁コ

33

82

1

1」胸Nこ

の左

4

を立ナ」→

「コ

3

の

1日力

び

(軽自動車税の種別割の税率の特伊D

第12条法附則第豊旦条に規定する三輪以上の軽自動車に対す
る当該軽自動車が最初の法第"4条第3項に規定する車両番
号の指定を受けた月から起算してN年を経過した月の属する
年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定
の適用にっいては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲
げる字句とする。

り

日までのヨに31

{の'

-j#ノ＼ d)33

マ 2

たナ.△には、

1る

改

*," 1

「コ

正

については

32

ー、_ι.

の

月1」

3

,'ー゛

力§)ム

31

32

までの

の

32

ノ＼の

の

仁1

4
ヒナ」→

"に

1

り

1、る{
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口は

第 2 号ア(イ)

第 2 号ア(ウ) a

それぞれ"

第 2 号ア(ウ) b

3

改

の

去

3,900円

びソ

1

正

6,900円

10,800円

P 上の

後

30

ウガソ 1 ン

3

において「ガソ 1 ン戈

1、る字0 と

3,800円

1日までの

「コ

5,000円

倍八の

3項

力

のに文

1,000円

1,800円

1

日

の

2,700円

る

32

に1

ガソ1ン

の

る

1,000円

rコ

七1亙」

4月1日から

ひ

力

口

L二 1」ー.

1,300円

1・に

第 2 号ア(イ)

82

の

2

第 2 号ア(ウ) a

31

戸工ιた

の

仁コ

1、る{口は

「ニ:

第 2 号ア(ウ) b

{.の

E0ト'一戸工昇

4月1日から

嚇こ

7の

とい

1'る法

'△にはソ'33

P

り

33

の左

去

については

た.△にはソ

そ

この

3,900円

ソヨウガソ 1 ン

446

3

の

6,900円

に

ぞれ百

31日までの"に

10,800円

30久

32

3,800円

゛

3月3

5,000円

改

ノ＼の

の

口

' 32

4

2,000円

正

の

3,500円

に

^

1

月1」

^

5,400円

「コ

口

1、る{口

1,900円

口

ひ

2,500円

2
仁1

1'るガソ 1 /
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あったと

炉△において
三刃と」+

をした

は

の

その正

の

の

圭をした

刃と」ー

改

と

プー

ウ

王

正

は

されたメ内

の

を戸1たことを

大

主に彪

にお1 る

が生じた

と

力

後

3

ひ

の

プー

正の

メして

サ項の

りその也

刃と」→

88

ナ

"△を

をした

の重 1」りの

宝三

ウ

ル

の

を

力

{の

を官

<む

足

において知った

^

正の

り

じて室

玉士六通大

として玉士六稲大

したととによる

はその

段

がある

はヨ

は

によ

の

した金

百項の

ウ

P 上の

!し

玉

の

△にお1 る納寸

4に

日

圭

を加

六'甬

し

る

力

ので

を武

る

した

ぜー

1」ー.

る

これに100八の10の

の

日

と

ノ、、、
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改

る
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正
ーユ」.

月1」
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第3条による改正(南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号))

(個人の町民税の非課税の範囲)

第24条次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税

(第 2号に該当する者にあっては、第53条の 2 の規定によっ

て課する所得割(以下「分雜課税に係る所得害山という。)

を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しな
い者については、この限りでない。

(1)(略)

(2)障害者、未成年者、寡婦

(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場
合を除く。)

2 (略)

附則

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第12条、法附則第30条第 1項に規定する三輪以上の軽自動車に

対する当該軽自動車が最初の法第"4条第3項に規定する車

両番号の指定(次項から第上ヨ叉までにおいて「初回車両番号

指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82

条の規定の適用にっいては、当分の間、次の表の左欄に掲げ
る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。

改 正
ノイ

2 ~4

は

(個人の町民税の非課税の範囲)

第24条次の各号のい'ずれかに該当する者に対しては、町民税
(第2号に該当する者にあっては、第認条の 2 の規定に'よっ

て課する所得割(以下「分艇課税に係る所得害上という。)
を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しな
い者について'は、との限りでない。
(1)(略)

、(2)障害者、未成年者、寡婦X」逑塞去(とれらの者の前年
の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

1日コι捻

(略)

(略)

改 正

2 (略)

附則

(軽自動車税の種別割の税率の特伊D

第12条法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に
対する当該軽自動車が最初の法第4"条第3項に規定する車
両番号の指定(次項から第丑ヨ亘までにおいて「初回車両番号
指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月
の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82
条の規定の適用にっいては、当分の間、次の表の左欄に掲げ
る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。

ーユ●一

月1」
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2 ~ 4 (略)

(略)



5 去
叉i

の

34

は

30

の

については

力

3

ち

34

2遁

31

改

1」 1に

34

仁t

亙'_

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特伊D

第12条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

三輪以上の軽自動車が前条第2項から第旦』夏までの規定の適

用を受ける三輪以上の軽自動車に該当'するかどうかの判断を

するときは、国士交通大臣の・認定等(法附則第30条の 2第 1
項に規定する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(略)2 ・ 3

までの

Eコと'→戸工乙

ノ＼の

正

1

4

仁コ

の

プー

り

後

1日から

ひ

1、る{

の

た

2項の

2 口に暑1'る

の 1こ文

△には

力

は

の左

それぞれ百

1判に

33
「コ

る

3月31日までの H に

ヒナ」→

35

4

戸P 上の

82

j存ノ＼ d)、ヒ

1日から

戸1 た

1'る百久の

の

の

^

ウ又

ナJ→

1、る{

の

の

と

改 正

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第12条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、
三輪以上の軽自動車が前条第2項から第丑聖までの規定の適
用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国士交通大臣の認定等(法附則第30条の 2第1
項に規定する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同
じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(略)2 ・ 3

^

目1」
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第4条による改正(南風原町税条例等の一部を改正する条例(平成29年南風原町条例第10号)

第1条の2 南風原町税条例の一部を次のように改正する。
(中略)

附則第H条の次に次の5条を加える。

(中略)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特伊D

第Ⅱ条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の

4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の右欄に掲げる字句とする。

1項

改 正

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4 (第3

号に係る部分に限る。)の規定の適用については、_当泛i四_
閲、同号中「100分の 3」とあるのは、「100分の 2」とす
る。

附則第12条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別害山

後

を加え、同条第 1項中「ソ'18 -3 31日までに

(m割

7 項から'

去

を戸,1 た生

3項に

60

を1ヌ'。した

動車税」の次に「の種別害山を加え、同項の表を次のように

第1条の2 南風原町税条例の一部を次のように改正する。
(中略)

附則第H条の次に次の5条を加える。
(中略)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第Ⅱ条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の
4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲
げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の右欄に掲げる字句とする。

4項までにおいて「

31

1

^

ノ＼

る

ルの

の

を「

30

{による

口の七{を戸1 た

1項
プー

改

口

P

正

/1

を戸去

2 自家用の.三輪以上の軽自動車に対する第81条の4 (第3
号に係る部分に限る。)の規定の適用にっいては、同号中
「100分の 3 」とあるのは、「100分の 2 」とする。

の

ー、t'

めて首

月1」

力

仁1

仁コ

^

しユ,J-ー

の

ハ」、に改め、「軽自

力

の法

ヒ 1J-.

附則第12条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別害山
を加え、同条第1項中「めて首 美

とい

30

己

444

して14

(略)

る」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別害山を加え、同
項の表を次のように改める。

儿の {による
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改める。

(後略)

改

(略)

正 後

(後略)

改

(略)

正
^

月Ⅱ
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)

糸ノイ

第5条による改正(南風原町税条例等の一部を改正する条例(平成30年南風原町条例第10号)

第1条南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号)のー
部を次のように改正する。

(中略)

第48条第 1項中「による申告書」の次に「(第10項」_第旦
1夏j及^1旦虫において「納税申告書」という。)」を加え、
百条第7項中 「第52条第 2 項」を「第52条第 4項」に改め、
百項を同条第 9項とし、同条第6 項を同条第 8項とし、同

第 5 項中'「第 3 項の場合」を「第 5 項の場合」に改め、同

を同条第 7項とし、同条第4項を同条第6 項とし、同条第3
項中「第 5 項第 1号」を「第 7項第 1号」に改め、同項を同
条第5項とし、同条第2項中「法の施行地に本店若しくは

たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」
に、「第321条の 8 第24項」を「第321条の 8 第26項」に
「前項」を 1項」に改め、同項を.同条第4項とし、同

第 1項の次に次の 2項を加える。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有
する法人(以下との条において f内国法人」という。)
が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の 7第

4項及び第10項又は第68条の91第4項及び第10項の規定の

適用を受ける場合には、法第321条の 8 第24項及び令第48
条の12の 2 に規定するところにより、控除すべき額を前項
の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の 9 の 3第4項及び

ー)^

月1」改正
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第1条南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号)のー
部を次のように改正する。
(中略)

第48条第 1項中凡こよる申告書」の次に「(第10項及1星第
11曳において殊内税申告書」という。)」を加え、同条第7
項中「第認条第 2項」を「第52条第4項」に改め、同項を同

9項とし、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項中
「第3項の場合」を「第5項の場合」に改め、同項を同条第
7項としイ同条第4項を同条第6項とし、同条第3項中「第
5項第 1号」を「第7項第 1号」に改め、同項を同条第 5項
し、同条第2項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務

所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第32
1条の 8 第24項」を「第321条の 8 第26項」に、「前項」を
「第 1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次

に次の 2項を加える。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有
する法人(以下との条において「内国法人」という。)
が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の 7第
4項及び第10項又は第68条の91第4項及び第10項の規定の
適用を受ける場合には、法第321条の 8 第24項及び令第48
条の12の2 に規定するところにより、控除すべき額を前項
の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の 9 の3第4項及び

改正



第10項又は第68条の93の 3第4項及び第10項の規定の適用

を受ける場合には、法第321条の 8第25項及び令第48条の1

2の 3 に規定するところにより、控除すべき額を第 1項の

規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

第48条に次の墨厶更を加える。

10 法第321条の 8 第42項に規定する特定法人である内国法

人は、第 1項の規定により、納税申告書により行うととと

されている法人の町民税の申告については、同項の規定に

かかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところによ

り、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項

及1墾角モ旦勇におい、て「申告書記載事項」という。)を、法

第762条第 1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第12項において

「機構」という。)を経由して行う方法により町長に提供

することにより、行わなければならない。

Ⅱ前項の規定により行われた同項の申告にっいては、申告

書記載事項が記載された納税申告書により行われたものと

みなして、この条例又はとれに基づく規則の規定を適用す
る。

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、生'生這4載
事虫だ法第762条第 1号の機構の使用に係る電子計算機

(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録が

された時に同項に規定する町長に到達したものとみなす。

改 正 後

第10項又は第68条の93の 3第4項及び第10項の規定の適用
を受ける場合には、法第321条の 8第25項及び令第48条の1
2の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の
規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
第48条に次の 3項を加える。

10 法第321条の 8 第42項に規定する特定法人である内国法
人は、第 1項の規定により、納税申告書により行うことと

されている法人の町民税の申告にっいては、同項の規定に
かかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところによ

り、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項
において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第
1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用

し、かつ、地方税共同機構(第12項において「機構」とい

13 10 の内玉

改正

力
唾恐メー

^

月1」

う。)を経由して行う方法その也加

より町長に提供することにより、行わなければならない。
Ⅱ前項の規定により行われた同項の申告にっいては、申告
書記載事項が記載された納税申告書により行われたものと
みなして、との条例又はとれに基づく規則の規定を適用す
る。

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条
第 1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含
む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に
規定する町長に到達したものとみなす。
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16

去

13項 U'ルの

つたと

321久の 8

刃又
日上

ては

去

は

この

17

の

{の

改

力

これらの処八

51項の処八

13
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正
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(後略)

附則

(施行期日)

第 1条この条伊」は、平成30年4月1日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
する。

( 1)~(4)(W割

(5)第1条中南風原町税条例第23条第1項及び第3項並び
に第48条第1項の改正規定並びに同条に8頂を加える正

{の

は処ノ＼カ

の

ルの

日

10陌の

しナ し、

の枦

の

ただし

81

を戸1 ている内玉去

は生

ノ＼カ

を'

10項の

つた日の羽日P

につ

の

の24の 3

があった日の

止については

ただし

認を戸1 たと

日

つたと

したと

があ

紗内玉法

去

比にっし、

75

2項において

ウ内玉

は

は

の4

の

力

は

との

につ

13頂

13工百

3項一し

同日P

りでない

の

ルの

ルの

改

の

"内

は

正
ー)^

阿1」

(後略)

附則

(施行期日)

第 1条この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
する。

( 1)~(4 )(略)

(5)第1条中南風原町税条例第23条第1項及び第3項並び
に第48条第1項の改正規定並びに同条に3項を加える正

、
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規定並びに次条第4項の規定平成32年4月1日
(6)~aの(W御

師丁民税に関する経過措置)

第2条(m割

(略)2 3

4 新条例第23条第 1項及び第3項並びに第48条第10項から第
IZ更までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後

に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始す
る連結事業年度分の法人の町民税にっいて適用し、同日前に

開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連
結事業年度分の法人の町民税にっいては、なお従前の例によ
る。

改 正 後

規定並びに次条第4項の規定平成32年4月1日
(6)~(1の(略)

(町民税に関する経過措置)

第2条(略)

(略)2 ・ 3

4 新条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第10項から第
12里までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後
に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始す
る連結事業年度分の法人の町民税にっいて適用し、同日前に
開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連
結事業年度分の法人の町民税にっいては、なお従前の例によ
る。

改 正
、)^

月1」
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